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盛 岡 農 業 改 良 普 及 セ ン タ ー  

記 述 者 今 井 裕 之  

 

漬物製造営業許可取得へのヒントにも！  

食品衛生法改正を振り返る！！  
 

盛岡農業改良普及センター と盛岡農業農村振興協議会 は、９

月 30 日に盛岡地域産直「食品衛生法」研修会 を開催しました。

同 法 改 正 に よ り 今 年 ６ 月 か ら 漬 物 製 造 許 可 が 必 要 と な っ た こ

ともあり 、当日は満員御礼の中 で研修会がスタートしました。 

最初に県央保健所から、漬物製造業を例に した座学講義があ

りました。この講義では、食中毒対策から営業許可取得のため

の条件を再確認 するとともに、講師が 質疑応答にて、漬物製造

許可の疑問に答えました 。  

 次に、昨年度に工房を建築 した農業者から事例紹介があり、

参加者とともに 、工房を新たに建築してでも漬物を出荷しつづ

ける意義 や共有の工房活用について 意見交換があり ました 。  

 参加者からは、「営業許可 を取得し工房建築を考えたい」 と

の前向きな感想が 多数寄せられたほか、「定期的な法律の復習

は良い」といった建設的な意見 もありました。  

 アンケートでは全員が「参考になった」と回答 した同研修会。

普及センターでは、今後も 研修会等を通して 産直活動を支援し

ていきます。  

 

 

講義（左）や事例紹介（右）では、多くの質問や意見が 交

わされました。  

  


